
一般社団法人鳥獣管理技術協会 会員規約 

第 1章 総則 

第 1条 規約の目的 
本規約は、一般社団法人鳥獣管理技術協会（以下当法人とする）の定款に定める社員（以下
会員とする）となった個人、法人又は団体に適用する会員制度について定める。 

第２条 会員種別 
当法人の会員は、次の 3種とする。 
（1）正会員 当法人の目的に賛同して入社(以下入会とする）の申し込みをし、理事会にて
入会を承認された個人。社員総会において議決権を有する。 
（2）賛助会員 当法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認され
た個人、法人又は団体。社員総会における議決権は有しない。 
（3）名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で、理事会による推薦を受け、社
員総会の決議をもって承認された個人。社員総会における議決権は有しない。

第 2章 入会及び退会 

第３条 入会 
当法人の目的に賛同し、会員となるには、理事会が別に定める入会申込書を当法人に提出し、
理事会の承認を得なければならない。 

第 4条 入会申込みの不承認 
当法人の会員になろうとする者に、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認を
しない場合がある。 
（1）過去に会員資格の取消しが行われている場合。
（2）入会申込書の記載内容に虚偽の記載があった場合。
（3）入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
（4）その他、理事会が会員とすることを不適当と判断した場合。

第 5条 会費 
入会金及び会費は、次に定めるとおりとする。 
正会員 入会金 5,000円 年会費 10,000円 
賛助会員（法人・団体） 入会金 10,000 円 年会費 40,000 円 
賛助会員（個人） 入会金 5,000円 年会費 10,000 円 



2 会費は年会費制とし、当法人発行の請求書により一括で振り込む。 
3 一旦支払いを受けた入会金・会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。 

第 6条 有効期間 
会員資格の有効期間は、年会費の入金日から１事業年度とする。 
2 以後については、会員から退会の申し出、または除名若しくは会員資格の喪失がない限
り、会員期間を自動的に１事業年度ごとに更新するものとする。 

第 7条 変更の届け出 
会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、速やかに当法人に変更の届出をするもの
とする。 
2 前項の届出がなかったことにより、会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一
切その責任を負わないものとする。 

第 8条 退会 
退会しようとする会員は、退会の 30日前にまでに任意の書式にて退会届け書を理事会に提
出しなければならない。 

第 9条 会員資格の喪失 
当法人は、定款に定めるほか、次のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失させるこ
とができる。 
（1）他者又は当法人の名誉や権利を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為が
あったと当法人が認めたとき。 
（2）正当な理由なく、1年以上会費を滞納したとき。
（3）会員の個人情報を収集し、不適切に利用する行為があったとき。
（4）法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
（5）本規約や当法人が定める規則に違反したとき。
（6）その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
2 会員が上記の資格喪失事項に該当する行為を行うことで当法人が損害を被った場合、当
法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。

第 3章 会員の権利と特典 

第 10 条 会員の権利 
正会員は、次の権利を有する。 
（1）当法人の社員総会における議決権
（2）当法人の役員選挙への参加



（3）当法人のすべての事業への無償または特別価格で参加
（4）当法人の会員であることを関連する事業において示すことができる
2 賛助会員は、次の権利を有する。
（1）個人の場合は本人、団体・法人の場合はその役職員の内 5名を限度に当法人のすべて
または一部の事業に無償または特別価格で参加
3 名誉会員は、次の権利を有する。
（1）当法人のすべての事業への無償または特別価格で参加
（2）当法人の名誉会員であることを関連する事業において示すことができる

第 11 条 会員の特典 
正会員及び名誉会員には、次の特典を提供する。 
（1）当法人の活動に関する最新情報
（2）当法人が主催または共催する事業への優先招待または特別価格での利用
2 賛助会員には、次の特典を提供する。
（1）当法人の活動に関する最新情報
（2）当法人が主催または共催する事業への優先招待または特別価格での利用
（3）当法人が発行する情報誌、ホームページ、作成資料等に法人名、団体名及び個人名の
掲載

第 4章 規約の変更 

第 12 条 規約の追加または変更 
本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。 
2 当法人は、理事会の決議により本規約を追加または変更することができる。変更または
追加された規約は、当法人のホームページでの告知をもって効力を有するものとする。 
3 当法人は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページでの告知をもっ
て、サービスの一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとする。 

第 5章 個人情報の保護 

第 13 条 個人情報の保護 
当法人は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の個人情報を適正
に管理し、保護することに努める。 
2 当法人は、以下のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しない。 
（1）法令に基づく場合
（2）本人の同意がある場合



（3）利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
（4）個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合

第 6章 反社会的勢力の排除 

第 14 条 反社会的勢力の排除 
会員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律および都道府県における反社会
的勢力の排除に関する条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を
経過しない者、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者として法令その他に定める者のい
ずれにも該当しないことを確約する。 
２ 会員は、自らまたは第三者を利用して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為、偽計ま
たは威力を用いて業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為、または法的な責任を超えた
不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約する。 

第 7章 改廃 

第 15 条 この規約の改廃は、理事会の決議を経て行う。 
2 本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知す
る。 

本規約は、2021 年 6月 19 日より実施する。 



第 1号様式 

正会員入会申込書 

令和  年  月  日 

一般社団法人鳥獣管理技術協会 会長殿 

貴協会の趣旨に賛同し、入会の申し込みをします。 

会員種別 正会員 個人 

氏名 

住所 
〒 

（電話番号） 

（E メール） 

会員の氏名の開示 許可する ・ 許可しない 

連絡先（住所と異なる場合） 

個人情報の取扱いについて
１． 利用目的 
 一般社団法人鳥獣管理技術協会（以下「協会」）が賛助会員申込に伴い収集させて頂きます個人情報
は、協会からの書類や行事等の案内送付及びこれら付随した業務に利用させて頂きます。それ以外の目
的には利用致しません。 
２． 個人情報の第三者への提供・委託 
 収集した個人情報は発送業務委託のため第三者へ委託する場合があります。この提供先以外には法令
に基づく場合を除き、第三者に提供・委託することはありません。 
３．個人情報提供の任意性 
 賛助会員申込書にある「名称、所在地、ご担当者連絡先」は必ずご記入ください。また、「個人情報の
お取扱いについて」に同意いただけない場合は、書類や行事等の案内をお送りすることが出来ませんの
でご了承下さい。 

個人情報の取扱いについて 
□同意する  □同意しない
（いずれかに✔を記入。）

お申し込みは、FAXまたは E メールでお願いします。 
FAX  03-4333-7375   E メール info@jwms.or.jp 



第 2号様式 

賛助会員入会申込書 

令和  年  月  日 

一般社団法人鳥獣管理技術協会 会長殿 

貴協会の趣旨に賛同し、入会の申し込みをします。 

賛助会員種別 法人  /  団体  /  個人 

名称 
（法人・団体名） 
（個人は氏名を記載） 

（法人・団体名） 

（代表者役職・氏名）    印 

所在地 
（個人は住所を記載） 

〒

賛助会員の法人・団体名ま
たは氏名の開示 

許可する ・ 許可しない 

ご担当者連絡先 
（担当者名） 
（担当部署） 
（電話番号） 
（FAX番号） 
（E メール） 

個人情報の取扱いについて
１． 利用目的 
 一般社団法人鳥獣管理技術協会（以下「協会」）が賛助会員申込に伴い収集させて頂きます個人情報
は、協会からの書類や行事等の案内送付及びこれら付随した業務に利用させて頂きます。それ以外の目
的には利用致しません。 
２． 個人情報の第三者への提供・委託 
 収集した個人情報は発送業務委託のため第三者へ委託する場合があります。この提供先以外には法令
に基づく場合を除き、第三者に提供・委託することはありません。 
３．個人情報提供の任意性 
 賛助会員申込書にある「名称、所在地、ご担当者連絡先」は必ずご記入ください。また、「個人情報の
お取扱いについて」に同意いただけない場合は、書類や行事等の案内をお送りすることが出来ませんの
でご了承下さい。 

個人情報の取扱いについて 
□同意する  □同意しない
（いずれかに✔を記入。）

お申し込みは、FAXまたは E メールでお願いします。 
FAX  03-4333-7375   E メール info@jwms.or.jp 



第 3号様式 

登録情報 変更届 

令和  年  月  日 

一般社団法人鳥獣管理技術協会 会長殿 

以下の内容を変更します。 

変更する内容 

↓↓↓ 

変更後の内容 

お申し込みは、FAXまたは E メールでお願いします。 
FAX  03-4333-7375   E メール info@jwms.or.jp 



第 4号様式 

退会届 

令和  年  月  日 

一般社団法人鳥獣管理技術協会 会長殿 

貴協会の会員を退会します。 

氏名または法人、団体名 

連絡先住所 
〒 

電話番号 

退会年度 令和   年度より退会します。 

退会理由 

お申し込みは、FAXまたは E メールでお願いします。 
FAX  03-4333-7375   E メール info@jwms.or.jp 


